
「防災塾・だるま」から防災庁創設への市⺠提⾔ 
 

令和７年５⽉１５⽇定例会合意案 防災塾・だるま 
 

防災塾・だるまは、地域防災の専⾨家やボランティアで構成された市⺠団体です。私たちは防災庁の創
設を強く⽀持し、⼤きな期待を寄せています。本提⾔は、防災庁設置準備室が開設された 2024 年 11 ⽉
で 200 回に達した本会の防災学習会（防災まちづくり談義の会）を総括し、その後、会員提⾔アンケー
ト、提⾔集会、さらなる学習会を経て 2025 年 4 ⽉に共通理解化したものです。 
この提⾔は内閣府の⽅針とアドバイザー会議の意⾒と対照して、重要な観点をまとめたものです。防災
庁設置準備室での慎重な検討をお願い申し上げます。 
 

提 ⾔ 
1. 「公助」の観点から 
（１）防災関連法規の監督  

防災庁は、国家的な災害対応の中枢機関として、全ての防災活動を調整し、迅速な対応を⾏う。
平常時には、防災関連法令（消防法、災害対策基本法、学校保健安全法など）に⽰された⽬標
（地区防災計画、要援護者⽀援、耐震化、学校と地域の連携など）が、⾃治体の地域防災、学校
や公共機関、事業所などの「地区」の防災で教育普及、遵守、実現されるように、各省庁を統括
し監督する体制を整備する。 

（２）政府、⾃治体（地域）、地区が⼀丸となった災害対応能⼒の確⽴ 
社会の複雑性に対応するため、総⼒による災害対応能⼒を⾼め、事前準備を強化するとともに、
⾃治体任せになっている現⾏の災害対策基本法を改正し、政府、⾃治体（地域）、地区が⼀丸と
なった官⺠が連携した実効性ある防災システムを構築する。 

（３）災害ボランティアや各種専⾨家を「特別公務員」として制度化 
有事に備え、災害対応に対応できる専⾨的な⼈材を育成し、必要に応じて動員できる体制を構築
する。（⾃衛隊の予備役のように）事前登録と研修を制度化し給与も⽀給する。災害時には被災
地以外の⼈員による救援活動が展開される体制を作る。 

（４）SUM基準による即時被災地⽀援 
スフィア基準や TKB48（48時間以内のトイレ・キッチン・ベッド）を実現するために、イタリ
ア式避難所の要となる SUM（同⼀企画・ユニット化・モビリティ）基準を基に、即時被災地⽀
援システムを全国ネットで実現する。 

（５）復興⾏政における市⺠参画による⾼度な調整 
防災庁は、地域での関係者間の調整機能を強化し、⾃治体や関係機関、市⺠参画による復旧・復
興を⾒据えた防災計画を整備する。 

（６）「防災・復興コーディネーター」の育成・配置 
事前防災から復旧・復興に⾄るまで、⾏政、住⺠、関係機関の合意形成を⽀援する「防災・復興
コーディネーター」を育成し、各地に配置する。 

 
2. 「共助」の観点から 
（１）「防災地区」全国⼀律指定 

全国の⾃治体に対し、「防災地区」の指定を義務づけるため、災害対策基本法を改正する。 



（２）「地区防災計画」策定と「地区防災会議」開催  
各防災地区において、⾏政、学校、住⺠、事業所、医療機関、消防団などが参加する「地区防災
会議」を⾏政主導で年１回以上開催し、標準項⽬に基づいた「地区防災計画」を策定する。計画
には、災害リスク、避難⾏動、復旧・復興、役割分担、専⾨家活⽤、各主体・⾏政の責務などを
明記する。 

（３）「地区防災マニュアル・地区防災マップ」の策定  
地区ごとの防災計画に基づいた防災教育の⼀環として、「地区防災マニュアル」および「地区防災
マップ」を策定します。これらは、全国統⼀基準に従い策定されるものであり、AI 等の先端技術
を活⽤した策定⽀援システムの導⼊を推進する。 

（４）地区総合防災訓練の実施  
災害防災計画・マニュアルに基づいて住⺠と関係団体が参加する地区総合防災訓練を⾏う。学校
は特別活動として防災教育に参加する。 

（５）実効的な避難⾏動と要援護者⽀援 
災害関連死を予防するため、地区防災計画の中に要援護者⽀援を規定し、⾏政主導で個⼈情報保
護法に配慮した標準的⽀援体制を確⽴する。安否確認や避難⽀援の実効性を⾼める。 

（６）「ふるさと防災団体」の指定と公的⽀援 
市⺠活動や防災教育の普及を促進する地域で実際に活動する団体への経済的⽀援を法制化する。 

 
3. 「⾃助」の観点から（⾼齢化社会に対応した公助の⾃助⽀援） 
（１）地盤による建物倒壊リスクの「⾒える化」と耐震化推進 

地盤ハザードマップの⾼精度化により、地盤情報と建物倒壊リスクの「⾒える化」を進める。 
（２）「常時微動」を使⽤した地盤調査やボーリング調査データの共有により、詳細な地盤調査と優先

的な耐震化推進 
地盤が脆弱な地域や要⽀援者世帯を優先対象とし、住宅の耐震化を強⼒に推進する。 

（３）2000 年以前の建築物の耐震診断と低価格耐震⼯事の推進 
2000 年以前に建てられた建築物の耐震診断と、地盤条件に基づく優先的な耐震化を明確にするこ
ことにより、⼀部地⽅で実績がある低価格耐震化、地盤改良、家具転倒防⽌・整理などの対策を
優先順に推進する。 

 
4. 「新しい災害課題」の観点から 
（１）省庁横断的なインフラ強化と復旧 

上下⽔道等⽼朽化したインフラ、ITを含む新インフラに対して省庁横断的な調整を強化し、災害
時の被害を最⼩化する。 

（２）⼈為的要因を含む災害リスクへの対応 
感染症や原⼦⼒災害など⼈為的要因に備えた対策を強化し、事業所の地区防災会議への地区防災
計画の策定に参画することを明確化する。 

（３）「国際園芸博覧会(EXPO2027)」跡地等の防災⽬的活⽤ 
横浜市旭区・瀬⾕区にわたる広⼤な敷地を活かし、体験型屋外訓練広場を常設化し、さらに、防
災庁を中⼼とした⾃衛隊・警察・消防・⾃治体・地域住⺠による連携訓練の拠点にする。 

 
 
 



参考例【災害対策基本法の⼀部を改正する法律案（防災塾・だるま提⾔反映版）】 
 
【提案理由】現代社会は複雑でグローバル化が進む中、南海トラフ地震や⾸都直下地震など⼤規模災害
の懸念があります。従来の災害対応には限界があり、⼈命と財産を守るためには柔軟な対応と⼈材育成
が不可⽋です。1995 年の阪神・淡路⼤震災や 2011 年の東⽇本⼤震災でも災害対応の遅れが⾒られまし
た。事前復興計画の準備の不⼗分さや住⺠との合意形成も課題となっています。防災庁設置の機会に災
害対応⼒がある仕組みづくりが期待されます。 
  
本法案は、防災塾・だるまからの提⾔を受け、次の 4 点を柱とするものである。 
１. 公助の強化として、防災庁的組織の新設による統括機能、防災法令遵守監督体制の構築 
２. 共助の強化として、全国⼀律に防災地区を指定し、地区防災計画・教育・訓練を法制化 
３. ⾃助の促進として、脆弱地盤等における住宅の耐震化⽀援と情報公開義務 
４. 新たな災害課題への対応として、専⾨⼈材制度とコーディネーターの配置、インフラ調整の強化等 
 
災害対策基本法（昭和三⼗六年法律第⼆百⼆⼗三号）の⼀部を次のように改正する提案 
 
第⼀条の次に次の⼀条を加える。 
（防災⾏政の基本理念） 
第⼀条の⼆ 
国は災害対応の中枢機関として防災庁を設置し、防災に関する省庁及び各種法令を統括し、全ての防災
活動を調整して迅速な対応を⾏う。 
 
第五条を次のように改める。 
（国の責務） 
国は、防災に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、防災庁を中⼼として関係⾏政機関を統括
し、地⽅公共団体、⺠間団体、住⺠との連携を図る。平時においては防災地区の指定、法令遵守の監督
及び実効性ある防災体制の整備を⾏わなければならない。 
 
第⼋条の三として次の条を加える。 
（防災法令遵守監督制度） 
第⼋条の三 
１ 防災庁に「防災法令実現推進室」を設置する。 
２ 推進室は次に掲げる事務を⾏う。 
 ⼀ 地⽅公共団体等における法令遵守状況の監視及び評価 
 ⼆ 技術的助⾔及び財政的⽀援 
 三 全国防災実施状況報告書の年次作成及び公表 
（消防法、災害対策基本法、災害救助法、建築基準法、耐震改修促進法、学校保健安全法等） 
 
第四⼗⼆条の次に次の条を加える。 
（防災地区及び地区防災計画） 
第四⼗⼆条の⼆ 



１ 市町村は、⽂教学区等を基本とした「防災地区」を指定し、防災地区ごとに「地区防災計画」を策
定しなければならない。 
２ 国は、防災地区の指定に関する基準を定め、必要な技術⽀援及び交付⾦配分を⾏う。 
３ 地区防災会議を年１回以上開催し、災害リスク、避難、役割分担、⽀援体制等を計画に明記する。 
 
第四⼗⼆条の三として次の条を加える。 
（防災教育及び防災訓練） 
第四⼗⼆条の三 
１ 市町村は、地区防災計画に基づき、住⺠・学校・事業所を対象とした「地区防災マニュアル」及び
「防災マップ」を作成する。 
２ 住⺠等による地区総合防災訓練を年１回以上実施し、学校教育における防災教育の充実を図る。 
３ 市町村は、防災活動を⾏う団体を「ふるさと防災団体」として指定し、財政的⽀援を⾏うことがで
きる。 
 
第五⼗条の⼆として次の条を加える。 
（住宅等の耐震化⽀援） 
第五⼗条の⼆ 
１ 国及び地⽅公共団体は、地盤の脆弱な地域及び⾼齢者・障害者世帯に対し、耐震診断及び改修を優
先的に実施するための制度を整備する。 
２ ２０００年以前に建設された建築物については、耐震診断の義務化を図る。 
３ 地盤情報及び耐震基準に関する情報公開を義務づけ、不動産取引時の明⽰を求める。 
 
第五⼗三条の⼆として次の条を加える。 
（専⾨⼈材の育成と任⽤） 
第五⼗三条の⼆ 
１ 国は、災害ボランティア及び災害対応に従事する専⾨家を「防災特別公務員」として登録・研修を
義務づける制度を設ける。 
２ 復旧・復興を円滑に⾏うため、「防災・復興コーディネーター」を育成・配置する。 
 
附則 
この法律は、公布の⽇から施⾏する。ただし、第四⼗⼆条の⼆及び第四⼗⼆条の三の規定は公布の⽇か
ら⼀年以内に施⾏するものとする。 
 
本提⾔が、防災庁の設⽴とともに、より実効性のある防災体制の構築に寄与することを⼼より願っており
ます。                                 
  令和７年５⽉７⽇ 

「防災塾・だるま」会員⼀同 
塾  ⻑ 鷲⼭⿓太郎（防災⼠ 元⼩学校⻑） 
名誉塾⻑ 荏本 孝久（神奈川⼤学名誉教授） 

 
 


